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  第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、沖縄県後期高齢者医療広域連合（ 

 以下「広域連合」という。）の予算編成及び執行並びに決算について必要な事項を定めるもの  

 とする。 

（用語の意義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 法 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）をいう。 

(２) 施行令 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）をいう。 

(３) 施行規則 地方自治法施行規則（昭和２２年内務省令第２９号）をいう。 

(４) 各課等の長 沖縄県後期高齢者医療広域連合事務局組織規則（平成１９年沖縄県後期高  

  齢者広域連合規則第２号）に規定する課及び室の長をいう。 

（財政運営に関する調査等） 

第３条 総務課長は、財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、必要  

 に応じ各課等の長に対し、資料の提出若しくは報告を求め、又は予算執行状況について調査す  

 ることができる。 

２ 各課等の長は前項の規定による調査等に協力しなければならない。 

第２章 予算の編成 

（予算の編成方針） 

第４条 沖縄県後期高齢者医療広域連合長（以下「広域連合長」という。）は、毎年度の予算編  

 成をしようとするときは、あらかじめ予算編成方針を定めるものとする。 

２ 総務課長は、前項の予算編成方針に基づき、予算編成要領を作成し、予算編成方針に添えて  

 前年度の１０月１日までに各課等の長に通知しなければならない。 

（予算見積書の提出） 

第５条 各課等の長は、予算編成方針及び予算編成要領に基づき、その所掌事務について、次の  

 各号に掲げる予算見積書を作成し、指定期日までに総務課長に提出しなければならない。 

(１)  歳入予算見積書 

(２)  歳出予算見積書 

(３)  継続費見積書 

(４)  繰越明許費見積書 

(５)  債務負担行為見積書 

  (６)  その他総務課長が指示する書類 

 （予算見積書作成上の留意事項） 

第６条 予算の見積りは、次の各号に定める額によって行い、その算定の基礎及び方法を明記し  

 なければならない。 

(１)  法令又は契約等によって定まったものは、それに基づく額   

(２)  種別又は員数の確定したものは、それに基づく額 

(３)  物品については、総務課長が作成する最近の物品単価表による単価（物品単価表にない  



  ものは、最近の購入単価） 

(４)  前各号により難いものは、前年度実績又は適正な額 

（予算見積審査及び査定） 

第７条 総務課長は、予算見積書の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を行っ  

 た後、広域連合長の査定を受けなければならない。 

２ 総務課長は、前項の審査にあたり必要があるときは、関係各課等の長の説明を求め、必要な  

 資料の提出を求めることができる。 

（予算案の調製） 

第８条 総務課長は、前条の規定による広域連合長の査定が終わったときは、その結果を速やか  

 に各課等の長に通知するとともに、予算案及び施行令第１４４条第１項各号に掲げる予算に関  

 する説明書を作成し、広域連合長の決裁を受けなければならない。 

（歳入歳出予算の款項及び目節の区分） 

第９条 歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分は、施行規則第１５条のとおりとする。ただ  

 し、広域連合長が必要があると認めるときは、目については別に定めることができる。 

２ 特別会計の款項の区分及び目節の区分は、別に定める。 

（予算の補正） 

第１０条 各課等の長は、予算の議決後に生じた理由により既定の予算を変更する必要があると  

 きは、歳入補正予算見積書及び歳出補正予算見積書を総務課長に提出しなければならない。 

２ 前項の手続については、前４条の規定を準用する。 

（予算の通知） 

第１１条 総務課長は、予算が成立したときは、速やかに各課等の長及び会計管理者に通知しな  

 ければならない。 

第３章 予算の執行 

（執行方針） 

第１２条 総務課長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、予算の成立後速やかに予算  

 の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項（以下「執行方針」という。）を各課等の長に  

 通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めたときは、この限りでな  

 い。 

（予算の執行制限） 

第１３条 歳出予算（前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費を  

 含む。以下同じ。）のうち、財源の全部又は一部に国、県支出金及びその他特定の収入を充て  

 るものは、当該収入が確定した後でなければ執行してはならない。ただし、特別の理由により  

 各課等の長が総務課長を経て広域連合長の決裁を受けた場合は、この限りでない。 

２ 前項の収入が歳入予算に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該  

 経費の金額を減少して執行しなければならない。ただし、事業の性質上、これにより難い場合 

 は、各課等の長は総務課長を経て広域連合長の決裁を受けなければならない。 

（執行計画） 

第１４条 各課等の長は、予算が成立したときは、速やかに予算執行計画調書を作成し、総務課  

 長に提出しなければならない。 

２ 総務課長は、前項の規定により提出された予算執行計画調書を審査し、必要な調整を行い予  

 算執行計画を作成し、広域連合長の決裁を受けなければならない。 

３ 総務課長は、前項の広域連合長の決裁があったときは、その結果を各課等の長及び会計管理  

 者に通知しなければならない。 

４ 補正予算の成立その他やむを得ない理由により前項の予算執行計画に変更を生じたときは、  

 前３項の規定を準用する。 

（予算の配当） 



第１５条 総務課長は、前条の予算執行計画に基づき歳出予算を各課等の長に配当するものとす

る。 

２ 総務課長は、必要と認めるときは配当を追加し、又は減額することができる。 

３ 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度  

 において既に配当済みの歳出予算については、改めて配当することを要しない。 

４ 第１９条の歳出予算の流用の決裁を受けたときは、歳出予算の配当替えがあったものとみな  

 し、歳出予算の増額補正があったとき、又は第２０条の規定による予備費の充用の決裁を受け  

 たときは、歳出予算の配当があったものとみなす。 

（継続費） 

第１６条 各課等の長は、継続費の支出残額を継続期間中、翌年度に繰り越して使用するときは、  

 毎年度４月２０日までに継続費逓次繰越調書を作成し、総務課長に提出しなければならない。 

２ 総務課長は、前項の継続費逓次繰越調書に基づき翌年度の５月３１日までに継続費繰越計算  

 書を調製するとともに、会計管理者に通知しなければならない。 

３ 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、総務  

 課長に提出しなければならない。 

（繰越明許費） 

第１７条 各課等の長は、法第２１３条の規定により歳出予算の経費の金額を繰り越すときは、  

 毎年度４月２０日までに繰越予定額調書を作成し、総務課長に提出しなければならない。 

２ 総務課長は、前項の規定に基づく繰越額が確定した場合は、翌年度の５月３１日までに繰越  

 明許費繰越計算書を調製するとともに、会計管理者に通知しなければならない。 

（事故繰越し） 

第１８条 各課等の長は、法第２２０条第３項ただし書の規定により、歳出予算の経費の金額を  

 繰り越して使用しようとするときは、繰越予定額調書を作成し毎年度３月２０日までに総務課  

 長に提出しなければならない。 

２ 総務課長は、前項の規定による繰越予定額調書の提出があったときは、第７条の規定を準用  

 して予算の繰越を決定するものとする。 

３ 前条第２項の規定は、前２項の規定に基づき事故繰越しをする場合に準用する。この場合に  

 おいて「繰越明許費繰越計算書」とあるのは、「事故繰越計算書」と読み替えるものとする。 

（歳出予算の流用） 

第１９条 各課等の長は予算に定める歳出予算の各項間の流用又は配当予算の目、節若しくは細 

 節間の流用を必要とするときは、歳出予算流用申請書を総務課長に提出しなければならない。 

２ 総務課長は、前項の歳出予算流用申請書を審査し、必要と認めたときは流用を決定し、各課  

 等の長及び会計管理者に通知するものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、総務課長が別に定める細節間の流用は、各課等の長が決定し、  

 会計管理者に通知するものとする。 

４ 次に掲げる流用は、原則としてこれを行うことができない。 

(１)  人件費と物件費等との相互間の流用 

(２)  旅費及び交際費に対する増額流用 

(３)  職員手当等のうち時間外勤務手当に対する増額流用 

(４)  需要費のうち食料費に対する増額流用 

(５)  流用を受けた経費又は予備費充用した経費の他の経費への流用 

（予備費の充用） 

第２０条 各課等の長は、歳出予算外の支出又はやむを得ない歳出予算超過の支出に充てるた  

 め、予備費の充用を必要とする場合は、予備費充用申請書を総務課長に提出しなければならな  

 い。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項の規定により予備費充用申請書の提出があったときに  



 準用する。 

（科目の新設） 

第２１条 予算の流用により新設することができる科目は、目節及び細節とする。 

２ 各課等の長は、歳入予算の科目を新設しようとするときは、予算科目新設調書を総務課長に  

 提出しなければならない。 

３ 総務課長は、前項の規定に基づき提出を受けたときは、これを審査し、必要な調整をした後、  

 当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。 

（支出負担行為） 

第２２条 各課等の長は、法第２３２条の３の規定による支出の原因となるべき契約その他の行  

 為（以下「支出負担行為」という。）をしようとするときは、支出負担行為書により配当され  

 た予算の範囲内において行わなければならない。 

（支出負担行為の整理区分及び事前合議） 

第２３条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主  

 な書類は、別表第１に定めるところによる。ただし、別表第２に定める経費に係る支出負担行  

 為については、同表に定めるところによる。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については支出命令をもって支出負担行為  

 があったものとみなす。 

  (１)  条例又はこれに基づく規則により常勤、非常勤及び臨時の職員に対し定例的に支給する  

   給与その他の給付 

(２)  恩給及び退職年金、共済費その他これらに類する経費 

(３)  需用費のうち燃料費、光熱水費及び修繕料、役務費のうち通信運搬費及び手数料 

３ 課長は、別表第１に掲げる経費について支出負担行為をしようとするときは、同表に定める  

 ところよりあらかじめ会計管理者に合議しなければならない。 

（予算執行の合議事項） 

第２４条 各課等の長は、別表第３に掲げる予算に関する事項については、総務課長に合議しな  

 ければならない。 

（出納状況の通知） 

第２５条 会計管理者は、毎月の収納及び歳出の支払の状況を出納計算書により速やかに総務課  

 長に通知しなければならない。 

第４章 決算 

（決算説明書） 

第２６条 各課等の長は、出納閉鎖期日後直ちに主要な施策の成果その他歳入歳出予算の実績を  

 明らかにした決算説明書を作成し、総務課長に提出しなければならない。 

附 則 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

 



別表第１（第23条関係） 

 

区分 支出負担行為と

して整理する時

期 

支出負担行為の範囲 支出負担行為に

必要な書類 

備考 会計管理者に事

前に合議を要す

るもの 

1 報酬 支出決定のとき 支出しようとする当

該期間の額 

報酬支給調書   

2 給料 支出決定のとき 支出しようとする当

該期間の額 

給料支給調書   

3 職員手当 支出決定のとき 支出しようとする額 手当支給調書、戸

籍謄本、死亡届け

書その他手当を

支給すべき事実

の発生を証明す

る書類 

  

4 共済費 支出決定のとき 支出しようとする額 支給調書   

5 災害補償

費 

支出決定のとき 支出しようとする額 請求書、認定書等   

6 恩給及び

退職年金 

支出決定のとき 支出しようとする額 請求書   

7 賃金 雇入れのとき 賃金単価雇用人員 

雇用期間の積算額 

雇用決議書 

支給調書 

  

8 報償費 支出決定のとき 支出しようとする額 請求書、支給調書   

9 旅費 支出決定のとき 支出しようとする額 請求書、旅行命令

書 
  

10 交際費 支出決定のとき 支出しようとする額 請求書   

11 需用費 契約締結のとき

又は請求のあつ

たとき 

契約金額又は請求の

あつた額 

契約書、見積書、

請け書、請求書 
  

12 役務費 契約締結のとき

又は請求のあつ

たとき 

契約金額又は請求の

あつた額 

契約書、見積書、

請け書、請求書 
  

13 委託料 契約締結のとき

又は請求のあつ

たとき 

契約金額又は請求の

あつた額 

契約書、請け書、

見積書 
 100万円以上のも

の 

14 使用料及

び賃借料 

契約締結のとき

又は請求のあつ

たとき 

契約金額又は請求の

あつた額 

契約書、請け書、

見積書、請求書 
  

15 工事請負

費 

契約締結のとき 契約金額 契約書、請け書、

見積書 
 100万円以上のも

の 

16 原材料費 契約締結のとき

又は請求のあつ

たとき 

契約金額又は請求の

あつた額 

契約書、請け書、

見積書 
  



17 公有財産

購入費 

契約締結のとき 契約金額 契約書、請け書、

見積書 
 100万円以上のも

の 

18 備品購入

費 

契約締結のとき 契約金額 契約書、請け書、

見積書 
 100万円以上のも

の 

19 負担金、

補助金及び

交付金 

請求のあつたと

き又は交付決定

のあつたとき 

請求金額又は交付決

定金額 

請求書、交付決定

書の写し 
 50万円以上のも

の(義務的負担金

を除く。) 

20 扶助費 支出決定のとき 支出しようとする額 請求書、交付決定

書の写し 
  

21 貸付金 貸付け決定のと

き 

貸付けを要する額 申請書、契約書   

22 補償、補

填及び賠償

金 

支出決定のとき

又は支払期日 

支出しようとする額 裁定調書、請求

書、判定書の写し 
 賠償金 

23 償還金利

子及び割引

料 

支出決定のとき 支出しようとする額 支出調書、請求書   

24 投資及び

出資金 

出資又は払込決

定のとき 

出資又は払込みを要

する額 

申請書、申込書  全部 

25 積立金 支出決定のとき 積み立てようとする

額 
   

26 寄附金 支出決定のとき 寄附しようとする額 申込書  全部 

27 公課費 支出決定のとき 支出しようとする額 公課令書の写し   

28 繰出金 支出決定のとき 支出しようとする額    

 



別表第２（第23条関係） 

 

区分 支出負担行為として整

理する時期 

支出負担行為の範囲 支出負担行為に

必要な書類 

備考 

1 資金前渡 資金の前渡をするとき 資金の前渡を要する額 資金前渡内訳書  

2 繰替払い 現金支払命令をすると

き 

現金払いをしようとす

る額 

内訳書  

3 過年度支出 過年度支出を行うとき 過年度支出を要する額 請求書、内訳書  

4 繰越し 当該繰越分を含む支出

負担行為を行うとき 

繰越しをした金額の範

囲内の額 

契約書  

5 過誤払金の戻入れ 現金の戻入れの通知が

あったとき 

戻入れする額 内訳書  

6 債務負担行為 債務負担行為を行うと

き 

債務負担行為の額 契約書  

 



別表第３（第24条関係） 

 

合議区分 

合議事項 
総務課長 

(1) 予算外に新たに義務の負担を生ずる事務及び事業の計画等に関する

こと。 
○ 

(2) 予算に関係のある条例、規則、訓令、要綱等の制定及び改廃 
○ 

(3) 国庫支出金及び県支出金の申請に関すること。 ○ 

(4) 予算（旅費、委託料、工事請負費並びに補償、補填及び賠償金に限

る。）の使途変更に関すること。 
○ 

(5) 寄附金の受入れに関すること。 ○ 

(6) 不動産の処分に関すること。 ○ 

(7) 起債事業に関すること。 ○ 

(8)

 

支

出

に

関

す

る

こ

と。 

交際費 10万円以上 

需用費のうち食糧費 3万円以上 

公有財産購入費 500万円以上 

負担金、補助及び交付金のうち補助金 20万円以上 

補償、補填及び賠償金のうち賠償金 ○ 

投資及び出資金 ○ 

寄附金 ○ 

繰出金 ○ 

委託料（総務課の分掌事務としての委託に係る委託料を除く。）で

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の２第１項第２号、

第３号及び第５号から第7号までに規定する随意契約によるもの 

○ 

(9) その他総務課長が重要又は異例であると認める経費 ○ 

 


